
第３号様式（第15条、第17条、第18条関係）

事業者詞卜出量削減計画書
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該当する□には，レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は，レ印の記入は不要です。

「細分類番号」とは，統計法第２条第９項に規定する統計基準である日本標準産業分類の細分類番号をいいます。

「基準年度」とは，計画期間の前年度又は計画期間の前の三年度の事業活動に伴う排出の量又は原単位の数値の平均をいいます。
「増減率」とは，基準年度と比較した計画期間の平均の増加又は減少の割合をいいます。
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住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地）
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氏名（法人にあっては，名称及び代表者の氏名）
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事業者の区分

;(ﾖ2条第１項第１号

京都府地球温暖化対策条例施行規則；□2条第１項第２号又は第３号

ﾖｺ2条第１項第４号

計画期間 平成23年４月かＩら平成26年３月までi蕊
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計画を推進するた
めの体制

事業所長を委員長Iと}する環境管理委員会Iで計１画およＷ；１，次管理を行い
通じて温室効果ガス削減活動を展開する61Ｊ#獅忌|熱|謎猟堕上|い}|ル:了DＩｉｌｉ

:､!|｝また専門委員会Ｍ１(ｪjWﾚｷｻﾞﾆ委員会)J活動を
三'呼烈露;'''''１目iいだ．”い'!||(Ｌｌ１ＷパパlW1'パニル;ﾙﾒwlII■ご」

温室効果ガスの排
出の実績及び削減
の目標

温室効果ガスの排出の量
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－ 

つ 排出の量
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重点的に実施する取組の実施計画

基準年度

(22）年度

18.0 
パー

セント

第１年度
(23）年度

86.0 
〃《－

セン 卜

第２年度
(24）年度

100.0 
ノィー

セント

第３年度

(25）年度
パー

113.0セント

備考

具体的な取組及び
措置の内容
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司効率機器を導入する。

幾器の適正な運用管理に努める６
高効噸機器を悪入す,る6’
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局効畢機器を導入する｡＃
幾器の適正な運用管理に努める６

通勤における自己
の自動車等を使用
することを控えさ
せるために実施し
ようとする措置

措置の内容

上記の措置を採､用する理由

社内マイカー通勤利用規定による自動車通勤者抑制の継続＝
~～論'ｻﾞ

現行|規定制定後謡必要性の少ない社員は制限SIIまたは自ずと自動車通勤
を控えてお｛り1s これ(を継続するのが最も効)果的である為6'’

森林の保全及び整
備，再生可能エネ
ルギーの利用その
他の地球温暖化対
策により削減する
量

区分

森林の保全及び整備によるもの

府内産の木材の利用によるもの

再生可能エネルギーを利用した電力又
は熱の供給によるもの

グリーン電力証書等の購入によるもの

温室効果ガス排出量の削減効果分又は温
室効果ガスの吸収効果分の購入によるも
の

合計

第１年度

(23）年度

ﾄン

ﾄン

ｄ１ 

部１．１

Ｗ 
ｌｉｌ’ 

:Li:＝if鱗

トン

！！ 

ﾄン

トン

0.0トン

第２年度

(24）年度

一几nトン

トン

i窪ＺｉＦＩ〃Ｉｌ１ＭＪｉルル1トン
ｉＩＩ－ｉ１Ｉｉｉ１ｉｌｉ*ｉ'Ⅲ DFI 

トン

トン

0.0トン

第３年度

(25）年度

トン

ﾄン

;iｉ 

illr1★ヨ１トン

ﾄン

Lｺーートン

0.0トン

備考

地球温暖化対策に
資する社会貢献活
動

lib)燃費向上ﾊ?ﾂﾃ鵬釜省エネ
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6.廃棄物量を内容ごとに把握すると共に、L分別ｳﾞ有価化を中心とした量の削減を行っている。

特記事項
平成22年12月の電気自動車用Li-iOn電池生産ライン新股で排出総量が前年度より大幅に増ｶﾛﾚ、今後もそれ以上の辻とな
る6＞え）;}バー五i芯蚕塞ぎ
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